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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいてランダム接続手続を実行する方法であって、前記方法は、
　ランダム接続のためのプリアンブルを移動局からネットワークに送信することと、
　前記移動局によって、前記プリアンブルに対する応答として前記ネットワークからラン
ダム接続応答メッセージを受信することであって、前記ランダム接続応答メッセージは、
ＭＡＣ（メディア接続制御）ヘッダと、０個以上のＭＡＣランダムアクセス応答（ＭＡＣ
　ＲＡＲ）とを有する、ことと
　を含み、
　前記ＭＡＣヘッダは、ＭＡＣサブヘッダを有し、前記ＭＡＣサブヘッダは、第１の１ビ
ットフィールドと第２の１ビットフィールドとを含み、前記第１の１ビットフィールドの
直後に前記第２の１ビットフィールドが続き、
　前記第１の１ビットフィールドは、追加のフィールドが前記ＭＡＣヘッダに含まれてい
るか否かを示し、
　前記第２の１ビットフィールドは、前記ＭＡＣサブヘッダが、ランダム接続プリアンブ
ル識別子またはバックオフパラメータを有しているか否かを示し、
　前記第２の１ビットフィールドが、前記ＭＡＣサブヘッダが前記ランダム接続プリアン
ブル識別子を有していることを示す場合には、前記ランダム接続応答メッセージは、前記
ランダム接続プリアンブル識別子に対応するＭＡＣ　ＲＡＲを有し、前記第２の１ビット
フィールドが、前記ＭＡＣサブヘッダが前記バックオフパラメータを有していることを示
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す場合には、前記ランダム接続応答メッセージは、ＭＡＣ　ＲＡＲを有していない、方法
。
【請求項２】
　前記ランダム接続応答メッセージ内の前記バックオフパラメータを用いてバックオフを
実行することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記バックオフパラメータは、共通バックオフパラメータであるか、または、移動端末
に対して独立して適用される専用バックオフパラメータである、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２の１ビットフィールドの後に前記バックオフパラメータが続く、請求項１に記
載の方法。
【請求項５】
　前記第２の１ビットフィールドの直後に前記バックオフパラメータが続く、請求項４に
記載の方法。
【請求項６】
　無線通信システムにおいてランダム接続手続を実行する方法であって、前記方法は、
　ネットワークにおいて、ランダム接続のためのプリアンブルを移動端末から受信するこ
とと、
　前記ネットワークによって、前記プリアンブルに対する応答としてランダム接続応答メ
ッセージを前記移動端末に送信することであって、前記ランダム接続応答メッセージは、
ＭＡＣ（メディア接続制御）ヘッダと、０個以上のＭＡＣランダムアクセス応答（ＭＡＣ
　ＲＡＲ）とを有する、ことと
　を含み、
　前記ＭＡＣヘッダは、ＭＡＣサブヘッダを有し、前記ＭＡＣサブヘッダは、第１の１ビ
ットフィールドと第２の１ビットフィールドとを含み、前記第１の１ビットフィールドの
直後に前記第２の１ビットフィールドが続き、
　前記第１の１ビットフィールドは、追加のフィールドが前記ＭＡＣヘッダに含まれてい
るか否かを示し、
　前記第２の１ビットフィールドは、前記ＭＡＣサブヘッダが、ランダム接続プリアンブ
ル識別子またはバックオフパラメータを有しているか否かを示し、
　前記第２の１ビットフィールドが、前記ＭＡＣサブヘッダが前記ランダム接続プリアン
ブル識別子を有していることを示す場合には、前記ランダム接続応答メッセージは、前記
ランダム接続プリアンブル識別子に対応するＭＡＣ　ＲＡＲを有し、前記第２の１ビット
フィールドが、前記ＭＡＣサブヘッダが前記バックオフパラメータを有していることを示
す場合には、前記ランダム接続応答メッセージは、ＭＡＣ　ＲＡＲを有していない、方法
。
【請求項７】
　前記ランダム接続応答メッセージ内の前記バックオフパラメータは、前記移動端末がバ
ックオフを実行することを可能にするように構成されている、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記バックオフパラメータは、共通バックオフパラメータであるか、または、前記移動
端末に対して独立して適用される専用バックオフパラメータである、請求項６に記載の方
法。
【請求項９】
　前記第２の１ビットフィールドの後に前記バックオフパラメータが続く、請求項６に記
載の方法。
【請求項１０】
　前記第２の１ビットフィールドの直後に前記バックオフパラメータが続く、請求項９に
記載の方法。
【請求項１１】
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　無線通信システムにおいてランダム接続手続を実行するように構成されている移動端末
であって、
　前記移動端末は、プロセッサを含み、
　前記プロセッサは、
　ランダム接続のためのプリアンブルをネットワークに送信することと、
　前記プリアンブルに対する応答として前記ネットワークから受信されたランダム接続応
答メッセージを処理することであって、前記ランダム接続応答メッセージは、ＭＡＣ（メ
ディア接続制御）ヘッダと、０個以上のＭＡＣランダムアクセス応答（ＭＡＣ　ＲＡＲ）
とを有する、ことと
　を前記移動端末に行わせるように構成されており、
　前記ＭＡＣヘッダは、ＭＡＣサブヘッダを有し、前記ＭＡＣサブヘッダは、第１の１ビ
ットフィールドと第２の１ビットフィールドとを含み、前記第１の１ビットフィールドの
直後に前記第２の１ビットフィールドが続き、
　前記第１の１ビットフィールドは、追加のフィールドが前記ＭＡＣヘッダに含まれてい
るか否かを示し、
　前記第２の１ビットフィールドは、前記ＭＡＣサブヘッダが、ランダム接続プリアンブ
ル識別子またはバックオフパラメータを有しているか否かを示し、
　前記第２の１ビットフィールドが、前記ＭＡＣサブヘッダが前記ランダム接続プリアン
ブル識別子を有していることを示す場合には、前記ランダム接続応答メッセージは、前記
ランダム接続プリアンブル識別子に対応するＭＡＣ　ＲＡＲを有し、前記第２の１ビット
フィールドが、前記ＭＡＣサブヘッダが前記バックオフパラメータを有していることを示
す場合には、前記ランダム接続応答メッセージは、ＭＡＣ　ＲＡＲを有していない、移動
端末。
【請求項１２】
　前記第２の１ビットフィールドの後に前記バックオフパラメータが続く、請求項１１に
記載の移動端末。
【請求項１３】
　前記第２の１ビットフィールドの直後に前記バックオフパラメータが続く、請求項１２
に記載の移動端末。
【請求項１４】
　無線通信システムにおいてランダム接続手続を実行するように構成されているネットワ
ークであって、
　前記ネットワークは、プロセッサを含み、
　前記プロセッサは、
　移動端末から受信されたランダム接続のためのプリアンブルを処理することと、
　前記プリアンブルに対する応答としてランダム接続応答メッセージを前記移動端末に送
信することであって、前記ランダム接続応答メッセージは、ＭＡＣ（メディア接続制御）
ヘッダと、０個以上のＭＡＣランダムアクセス応答（ＭＡＣ　ＲＡＲ）とを有する、こと
と
　を前記ネットワークに行わせるように構成されており、
　前記ＭＡＣヘッダは、ＭＡＣサブヘッダを有し、前記ＭＡＣサブヘッダは、第１の１ビ
ットフィールドと第２の１ビットフィールドとを含み、前記第１の１ビットフィールドの
直後に前記第２の１ビットフィールドが続き、
　前記第１の１ビットフィールドは、追加のフィールドが前記ＭＡＣヘッダに含まれてい
るか否かを示し、
　前記第２の１ビットフィールドは、前記ＭＡＣサブヘッダが、ランダム接続プリアンブ
ル識別子またはバックオフパラメータを有しているか否かを示し、
　前記第２の１ビットフィールドが、前記ＭＡＣサブヘッダが前記ランダム接続プリアン
ブル識別子を有していることを示す場合には、前記ランダム接続応答メッセージは、前記
ランダム接続プリアンブル識別子に対応するＭＡＣ　ＲＡＲを有し、前記第２の１ビット
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フィールドが、前記ＭＡＣサブヘッダが前記バックオフパラメータを有していることを示
す場合には、前記ランダム接続応答メッセージは、ＭＡＣ　ＲＡＲを有していない、ネッ
トワーク。
【請求項１５】
　前記第２の１ビットフィールドの後に前記バックオフパラメータが続く、請求項１４に
記載のネットワーク。
【請求項１６】
　前記第２の１ビットフィールドの直後に前記バックオフパラメータが続く、請求項１５
に記載のネットワーク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに関するものである。より具体的には、本発明は、無線通
信システムにおけるランダム接続方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｅ－ＵＭＴＳシステムは、既存ＷＣＤＭＡ　ＵＭＴＳシステムから進化したシステムで
、現在３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅ
ｃｔ）で基礎的な標準化作業を進行している。Ｅ－ＵＭＴＳは、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅ
ｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）システムとも呼ばれる。ＵＭＴＳ及びＥ－ＵＭＴＳの技術規
格（ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ）の詳細な内容はそれぞれ、“３
ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ；Ｔｅｃｈｎｉ
ｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ”のＲｅｌｅａｓｅ　７とＲｅｌｅａｓｅ　８を参照すれば良い。
【０００３】
　Ｅ－ＵＭＴＳは、大きく、端末（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ；ＵＥ）、基地局（ま
たは、ｅＮＢまたはｅＮｏｄｅ　Ｂ）、及び、ネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）の終端に
位置して外部ネットワークと連結される接続ゲートウェイ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｇａｔｅｗａ
ｙ；ＡＧ）で構成される。通常、基地局は、ブロードキャストサービス、マルチキャスト
サービス及び／またはユニキャストサービスのために多重データストリームを同時送信す
ることができる。ＡＧは、使用者トラフィック処理を担当する部分と、制御用トラフィッ
クを処理する部分とに分けられても良い。この場合、新しい使用者トラフィック処理のた
めのＡＧ及び制御用トラフィックを処理するＡＧは新しいインターフェースを用いて互い
に通信することができる。一つのｅＮＢには、一つ以上のセル（ｃｅｌｌ）が存在する。
ｅＮＢ間には、使用者トラフィックまたは制御トラフィック伝送のためのインターフェー
スが用いられることができる。ＣＮ（Ｃｏｒｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）は、ＡＧとＵＥの使用
者登録などのためのネットワークノードなどで構成されることができる。Ｅ－ＵＴＲＡＮ
とＣＮを区分するためのインターフェースが使用されることができる。ＡＧは、ＴＡ（Ｔ
ｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ）単位に端末の移動性を管理する。ＴＡは複数のセルで構成さ
れ、端末は、特定ＴＡから他のＴＡに移動する場合、自身の位置しているＴＡが変更され
たということをＡＧに知らせる。
【０００４】
　図１は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉ
ａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）の網構造を示す図である。Ｅ－ＵＴ
ＲＡＮシステムは、既存ＵＴＲＡＮシステムから進化したシステムである。Ｅ－ＵＴＲＡ
Ｎは、基地局（ｅＮＢ）で構成され、これらのｅＮＢはＸ２インターフェースを通じて連
結される。ｅＮＢは、無線インターフェースを通じて端末に連結され、Ｓ１インターフェ
ースを通じてＥＰＣ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏｒｅ）に連結される。
【０００５】
　図２及び図３は、３ＧＰＰ無線接続網規格を基盤にした端末とＥ－ＵＴＲＡＮ間の無線
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インターフェースプロトコル（Ｒａｄｉｏ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の
制御平面（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｌａｎｅ）及び使用者平面（Ｕ－Ｐｌａｎｅ、Ｕｓｅｒ－
Ｐｌａｎｅ）構造をそれぞれ示す図である。無線インターフェースプロトコルは、水平的
に、物理階層（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ）、データリンク階層（Ｄａｔａ　Ｌｉｎ
ｋ　Ｌａｙｅｒ）及びネットワーク階層（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｌａｙｅｒ）からなり、垂直
的には、データ情報伝送のための使用者平面（Ｕｓｅｒ　Ｐｌａｎｅ）と制御信号（Ｓｉ
ｇｎａｌｉｎｇ）伝達のための制御平面（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｌａｎｅ）とに区分される
。図２及び図３のプロトコル階層は、通信システムで広く知られた開放型システム間相互
接続（Ｏｐｅｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ；ＯＳＩ）基準モデル
の下位３個階層に基づいてＬ１（第１階層）、Ｌ２（第２階層）、Ｌ３（第３階層）に区
分されることができる。
【０００６】
　制御平面は、端末とネットワークが呼を管理するために用いる制御メッセージが伝送さ
れる通路を意味する。使用者平面は、アプリケーション階層で生成されたデータ、例えば
、音声データまたはインターネットパケットデータなどが伝送される通路を意味する。以
下、無線プロトコルの制御平面と使用者平面の各階層について説明する。
【０００７】
　第１階層である物理階層は、物理チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を用
いて上位階層に情報伝送サービス（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｓｅｒ
ｖｉｃｅ）を提供する。物理階層は、上位にある媒体接続制御（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）階層とは伝送チャネル（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）
を通じて連結されている。この伝送チャネルを通じて媒体接続制御階層と物理階層との間
にデータが移動する。送信側と受信側の物理階層間では物理チャネルを通じてデータが移
動する。該物理チャネルは、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄ
ｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）方式で変調され、時間と周波数を無線資源
として用いる。
【０００８】
　第２階層の媒体接続制御（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ；ＭＡＣ）階
層は、論理チャネル（Ｌｏｇｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を通じて上位階層である無線リ
ンク制御（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ；ＲＬＣ）階層にサービスを提供する
。第２階層のＲＬＣ階層は、信頼性あるデータ伝送を支援する。ＲＬＣ階層の機能がＭＡ
Ｃ内部の機能ブロックとして具現されても良い。このような場合にＲＬＣ階層は存在しな
くても良い。第２階層のＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　
Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）階層は、ＩＰｖ４やＩＰｖ６のようなＩＰパケット伝送時に、帯域幅
の狭い無線インターフェースで効率的な伝送を行なうべく、不要な制御情報を減らすヘッ
ダ圧縮（Ｈｅａｄｅｒ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ）機能を行なう。
【０００９】
　第３階層の最下部に位置している無線資源制御（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ；ＲＲＣ）階層は、制御平面でのみ定義され、無線ベアラ（Ｒａｄｉｏ　Ｂｅ
ａｒｅｒ；ＲＢ）の設定（Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）、再設定（Ｒｅ－ｃｏｎｆｉｇ
ｕｒａｔｉｏｎ）及び解除（Ｒｅｌｅａｓｅ）と関連して論理チャネル、伝送チャネル及
び物理チャネルの制御を担当する。ＲＢは、端末とＥ－ＵＴＲＡＮ間のデータ伝達のため
に第２階層によって提供されるサービスを意味する。このために、ＲＲＣ階層は、端末と
ネットワーク間においてＲＲＣメッセージ交換を行なう。端末のＲＲＣ階層と無線ネット
ワークのＲＲＣ階層間にＲＲＣ連結（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ）が確立されている場
合、端末はＲＲＣ連結状態（Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ　Ｍｏｄｅ）にあり、そうでない場合、
ＲＲＣ休止状態（Ｉｄｌｅ　Ｍｏｄｅ）にあることとなる。
【００１０】
　ＲＲＣ階層の上位にあるＮＡＳ（Ｎｏｎ－Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ）階層は、セ
ッション管理（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）と移動性管理（Ｍｏｂｉｌｉｔ
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ｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）などの機能を担当する。
【００１１】
　ｅＮＢを構成する一つのセルは、１．２５、２．５、５、１０、２０ＭＨｚなどの帯域
幅のうち一つを用いるように設定され、多数の端末に下りまたは上り伝送サービスを提供
する。ここで、異なるセルは、互いに異なる帯域幅を提供するように設定されることがで
きる。
【００１２】
　ネットワークから端末にデータを伝送する下り伝送チャネルは、システム情報を伝送す
るＢＣＨ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ページングメッセージを伝送するＰ
ＣＨ（Ｐａｇｉｎｇ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、使用者トラフィックや制御メッセージを伝送す
る下りＳＣＨ（Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）などがある。下りマルチキャストまたは
放送サービスのトラフィックまたは制御メッセージは、下りＳＣＨを通じて伝送されても
良く、または、別の下りＭＣＨ（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を通じて伝送さ
れても良い。一方、端末からネットワークにデータを伝送する上り伝送チャネルには、初
期制御メッセージを伝送するＲＡＣＨ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）
、使用者トラフィックや制御メッセージを伝送する上りＳＣＨ（Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎ
ｎｅｌ）がある。
【００１３】
　伝送チャネルの上位にあり、伝送チャネルにマッピングされる論理チャネル（Ｌｏｇｉ
ｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）には、ＢＣＣＨ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈ
ａｎｎｅｌ）、ＰＣＣＨ（Ｐａｇｉｎｇ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＣＣＣＨ
（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＭＣＣＨ（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＭＴＣＨ（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｔｒａｆｆｉｃ　
Ｃｈａｎｎｅｌ）などがある。
【００１４】
　図４は、Ｅ－ＵＭＴＳシステムで用いる物理チャネル構造の一例を示す図である。物理
チャネルは、時間軸上にある多数のサブフレームと、周波数軸上にある多数のサブキャリ
ア（Ｓｕｂ－ｃａｒｒｉｅｒ）とで構成される。ここで、一つのサブフレーム（Ｓｕｂ－
ｆｒａｍｅ）は、時間軸上に複数のシンボル（Ｓｙｍｂｏｌ）で構成される。一つのサブ
フレームは複数の資源ブロック（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）で構成され、一つの資
源ブロックは複数のシンボルと複数のサブキャリアとで構成される。また、各サブフレー
ムは、ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎ
ｅｌ）、すなわち、Ｌ１／Ｌ２制御チャネルのために該当のサブフレームの特定シンボル
（例えば、１番目のシンボル）の特定サブキャリアを用いることができる。図５に、Ｌ１
／Ｌ２制御情報伝送領域（ＰＤＣＣＨ）とデータ伝送領域（ＰＤＳＣＨ）を示す。現在議
論されているＥ－ＵＭＴＳ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅ
ｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）では、１０ｍｓの無線フレーム（ｒ
ａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ）を使用し、一つの無線フレームは１０個のサブフレーム（ｓｕｂ
ｆｒａｍｅ）で構成される。また、一つのサブフレームは、二つの連続するスロットで構
成される。一つのスロット長は０．５ｍｓである。また、一つのサブフレームは、複数の
ＯＦＤＭシンボルで構成され、複数のＯＦＤＭシンボルのうち一部シンボル（例えば、１
番目のシンボル）は、Ｌ１／Ｌ２制御情報を伝送するために用いられることができる。デ
ータが伝送される単位時間であるＴＴＩ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔ
ｅｒｖａｌ）は１ｍｓである。
【００１５】
　基地局と端末は通常、特定の制御信号または特定のサービスデータを除いては、殆ど伝
送チャネルであるＤＬ－ＳＣＨを用いて物理チャネルであるＰＤＳＣＨを通じてデータを
それぞれ送信及び受信する。ＰＤＳＣＨのデータがどの端末（一つまたは複数の端末）に
伝送されるか、それら端末がどのようにＰＤＳＣＨデータを受信しデコーディングしなけ
ればならないかに関する情報などは、ＰＤＣＣＨに含まれて伝送される。
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【００１６】
　例えば、特定ＰＤＣＣＨが“Ａ”というＲＮＴＩ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅ
ｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）でＣＲＣマスキング（ｍａｓｋｉｎｇ）されており
、“Ｂ”という無線資源（例えば、周波数位置）及び“Ｃ”という伝送形式情報（例えば
、伝送ブロックサイズ、モジュレーション、コーディング情報等）を用いて伝送されるデ
ータに関する情報が、特定サブフレームを通じて伝送されると仮定する。こうすると、該
当のセルにある一つ以上の端末は、自身の持っているＲＮＴＩ情報を用いてＰＤＣＣＨを
モニタリングし、“Ａ”ＲＮＴＩを持っている一つ以上の端末があると、これら端末はＰ
ＤＣＣＨを受信し、受信したＰＤＣＣＨ情報の“Ｂ”と“Ｃ”により指示されるＰＤＳＣ
Ｈを受信する。
【００１７】
　図５は、衝突基盤のランダム接続過程を行う流れ図である。
【００１８】
　ランダム接続過程は、上りで短い長さのデータを伝送するのに用いられる。例えば、ラ
ンダム接続過程は、ＲＲＣ＿ＩＬＤＥでの初期接続、無線リンク失敗後の初期接続、ラン
ダム接続過程を要求するハンドオーバー、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ中にランダム接続
過程が要求される上り／下りデータ発生時に行なわれる。ＲＲＣ連結要請メッセージ（Ｒ
ＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ）とセル更新メッセージ
（Ｃｅｌｌ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｍｅｓｓａｇｅ）、ＵＲＡ更新メッセージ（ＵＲＡ　Ｕｐｄ
ａｔｅ　Ｍｅｓｓａｇｅ）などの一部ＲＲＣメッセージも、ランダム接続過程を用いて伝
送される。論理チャネルのＣＣＣＨ（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）
、ＤＣＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＤＴＣＨ（Ｄｅ
ｄｉｃａｔｅｄ　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ）が伝送チャネルのＲＡＣＨにマッピ
ングされることができる。伝送チャネルのＲＡＣＨは、物理チャネルのＰＲＡＣＨ（Ｐｈ
ｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）にマッピングされる。端
末のＭＡＣ階層が端末の物理階層にＰＲＡＣＨ伝送を指示すると、端末の物理階層は、ま
ず、一つのアクセススロット（ａｃｃｅｓｓ　ｓｌｏｔ）と一つのシグネチャー（ｓｉｇ
ｎａｔｕｒｅ）を選択し、ＰＲＡＣＨプリアンブルを上りで伝送する。ランダム接続過程
は、衝突基盤（ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ）過程と非衝突基盤（ｎｏｎ－ｃｏｎ
ｔｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ）過程とに区分される。
【００１９】
　図５を参照すると、端末は、システム情報を通じて基地局からランダム接続に関する情
報を受信して保存する。その後、ランダム接続が必要になると、端末は、ランダム接続プ
リアンブル（メッセージ１）を基地局に伝送する（Ｓ５１０）。端末は、ランダム接続プ
リアンブル（メッセージ１）を伝送した後に、ランダム接続応答メッセージを受信すべく
、一定時間区間、ＰＤＣＣＨをモニタリングする。すると、基地局は端末のランダム接続
プリアンブルを受信した後に、端末にランダム接続応答メッセージ（メッセージ２）を伝
送する（Ｓ５２０）。具体的に、ランダム接続応答メッセージに対する下りスケジューリ
ング情報は、ＲＡ－ＲＮＴＩ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ－ＲＮＴＩ）でＣＲＣマスキ
ングされ、Ｌ１／Ｌ２制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）上で伝送されることができる。ＲＡ－
ＲＮＴＩでマスキングされた下りスケジューリング信号を受信した端末は、ＰＤＳＣＨか
らランダム接続応答メッセージを受信し、それをデコーディングすることができる。その
後、端末は、ランダム接続応答メッセージに自身に指示されたランダム接続応答があるか
確認する。自身に指示されたランダム接続応答が存在するか否かは、端末が伝送したプリ
アンブルに対するＲＡＩＤが存在するか否かによって確認されることができる。応答情報
を受信した後に、端末は、該応答情報に含まれた無線資源割当に関する情報に応じて上り
ＳＣＨで上りメッセージ（メッセージ３）を伝送する（Ｓ５３０）。この上りメッセージ
を端末から受信した後に、基地局は、衝突解決メッセージ（メッセージ４）を端末に伝送
する（Ｓ５４０）。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　ランダム接続に失敗した場合に、端末は、バックオフ（Ｂａｃｋ－ｏｆｆ）を行なう。
ここで、バックオフは、端末が任意または特定時間に接続試行を遅延することを意味する
。ランダム接続に失敗した場合、直ちに接続を試みると、同一または類似な原因により再
びランダム接続に失敗する確率が高い。したがって、ランダム接続に失敗した場合に一定
時間接続試行を遅延させることによって、再失敗による無線資源の浪費を防止し、ランダ
ム接続の成功確率を高めることが可能である。
【００２１】
　図６は、従来技術でバックオフ情報をシグナリングする方法を例示する図である。
【００２２】
　図６を参照すると、基地局は、システム情報を通じてバックオフパラメータをセル内の
全体端末に伝送する（Ｓ６１０）。その後、端末は、システム情報から得たバックオフパ
ラメータを用いて自身のバックオフ設定を行なう。この端末は、ランダム接続が必要な場
合に、ランダム接続のためのプリアンブルを基地局に伝送する（Ｓ６２０）。このプリア
ンブルは、ランダム接続識別子（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ；ＲＡ
ＩＤ）を含むことができる。その後、ある原因でランダム接続過程に失敗すると、端末は
バックオフを行なう（Ｓ６３０）。その後、端末は、ランダム接続のためのプリアンブル
を基地局に再伝送する（Ｓ６４０）。
【００２３】
　従来技術では、バックオフパラメータがシステム情報を通じて放送されたため、端末は
、ランダム接続以前にシステム情報を通じてバックオフパラメータを受信して保存しなけ
ればならない。このように、バックオフパラメータが周期的にシステム情報を通じて放送
されなければならないため、端末がランダム接続に成功してバックオフを実行しない場合
にも常に下りオーバーヘッドが放送されるという短所があった。また、負荷（ｌｏａｄ）
などの理由でバックオフパラメータを異なって適用する必要がありうる。しかし、システ
ム情報を通じてバックオフパラメータが放送されるので、セル内の端末はバックオフをそ
れぞれ異ならせて行なうことができなかった。
【００２４】
　本発明は上記の従来技術の問題点を解決するためのもので、その目的は、無線通信シス
テムでランダム接続過程に関連した無線資源の効率性を高め、オーバーヘッドを減らすた
めの方法を提供することにある。
【００２５】
　本発明の他の目的は、ランダム接続でバックオフ情報を效率的にシグナリングする方法
を提供することにある。
【００２６】
　本発明のさらに他の目的は、ランダム接続でバックオフ情報をシグナリングするための
メッセージフォーマットを提供することにある。
【００２７】
　本発明で達成しようとする技術的課題は以上で言及した技術的課題に制限されず、言及
しされていないその他の技術的課題は、以下の記載から、本発明の属する技術分野におけ
る通常の知識を持つ者にとっては明らかになる。
【課題を解決するための手段】
【００２８】
　本発明の一様相として、無線通信システムにおけるランダム接続方法において、ランダ
ム接続のためのプリアンブルを上り伝送する段階と、該プリアンブルに対する応答として
バックオフ情報を含むランダム接続応答メッセージを受信する段階と、ランダム接続に失
敗した場合に、当該バックオフ情報を用いてバックオフを行なう段階と、を含むランダム
接続方法が提供される。この方法は、ランダム接続応答メッセージからバックオフ情報を
獲得する段階をさらに含むことができる。また、この方法は、バックオフを行なった後に
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ランダム接続のためのプリアンブルを上りで再伝送する段階をさらに含むことができる。
【００２９】
　本発明の他の様相として、無線通信システムにおけるランダム接続方法において、ラン
ダム接続のためのプリアンブルを受信する段階と、該プリアンブルに対する応答としてバ
ックオフ情報を含むランダム接続応答メッセージを下り伝送する段階と、を含むランダム
接続方法が提供される。
　本発明には、以下の項目が含まれる。
（項目１）
　無線通信システムにおけるランダム接続方法であって、
　ランダム接続のためのプリアンブルを上り伝送する段階と、
　前記プリアンブルに対する応答としてバックオフ（ｂａｃｋ－ｏｆｆ）情報を含むラン
ダム接続応答メッセージを受信する段階と、
　ランダム接続に失敗した場合に、前記バックオフ情報を用いてバックオフを行なう段階
と、
を含むランダム接続方法。
（項目２）
　前記バックオフ情報は、共通バックオフ情報または専用バックオフ情報であることを特
徴とする、項目１に記載のランダム接続方法。
（項目３）
　前記バックオフ情報は、バックオフパラメータを含むことを特徴とする、項目１に記載
のランダム接続方法。
（項目４）
　前記バックオフ情報は、前記バックオフパラメータが適用される端末に関する情報をさ
らに含むことを特徴とする、項目３に記載のランダム接続方法。
（項目５）
　前記バックオフ情報は、ＭＡＣ（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）ヘッ
ダに含まれていることを特徴とする、項目１に記載のランダム接続方法。
（項目６）
　前記ＭＡＣヘッダは、一つ以上のサブ－ヘッダを含み、前記バックオフ情報は、前記一
つ以上のサブ－ヘッダのうち、少なくとも一つの特定サブ－ヘッダに含まれていることを
特徴とする、項目５に記載のランダム接続方法。
（項目７）
　前記特定サブ－ヘッダは、前記バックオフ情報を表す第１フィールド及び前記第１フィ
ールドの存在を表す第２フィールドを含むことを特徴とする、項目６に記載のランダム接
続方法。
（項目８）
　前記ランダム接続応答メッセージは、前記特定サブ－ヘッダを一つのみ含み、前記ラン
ダム接続応答メッセージには、前記特定サブ－ヘッダに対応するＭＡＣ　ＲＡＲ（Ｒａｍ
ｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）が存在しないことを特徴とする、項目６に記
載のランダム接続方法。
（項目９）
　前記ランダム接続応答メッセージは、一つ以上のＭＡＣ　ＲＡＲをさらに含み、前記一
つ以上のＭＡＣ　ＲＡＲのうち、少なくとも一つの特定ＭＡＣ　ＲＡＲは、前記バックオ
フ情報が適用される一つ以上の端末を指示することを特徴とする、項目６に記載のランダ
ム接続方法。
（項目１０）
　前記特定ＭＡＣ　ＲＡＲは、前記バックオフ情報が適用される端末に対応するランダム
接続識別子（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　ＩＤｅｎｔｉｔｙ：ＲＡＩＤ）を含んでいる
ことを特徴とする、項目９に記載のランダム接続方法。
（項目１１）
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　前記特定ＭＡＣ　ＲＡＲは、前記一つ以上のＭＡＣ　ＲＡＲのうち、最後のＭＡＣ　Ｒ
ＡＲであることを特徴とする、項目９に記載のランダム接続方法。
（項目１２）
　無線通信システムにおけるランダム接続方法であって、
　ランダム接続のためのプリアンブルを受信する段階と、
　前記プリアンブルに対する応答としてバックオフ（ｂａｃｋ－ｏｆｆ）情報を含むラン
ダム接続応答メッセージを下り伝送する段階と、
を含むランダム接続方法。
（項目１３）
　前記バックオフ情報は、バックオフパラメータを含むことを特徴とする、項目１２に記
載のランダム接続方法。
（項目１４）
　前記バックオフ情報は、前記バックオフパラメータが適用される端末に関する情報をさ
らに含むことを特徴とする、項目１２に記載のランダム接続方法。
（項目１５）
　前記バックオフ情報は、ＭＡＣ（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）ヘッ
ダに含まれていることを特徴とする、項目１２に記載のランダム接続方法。
 
 
 
【発明の効果】
【００３０】
　本発明の実施例によると、下記のような効果がある。
【００３１】
　第一に、無線通信システムでランダム接続過程と関連した無線資源の効率性を高め、オ
ーバーヘッドを減少させることができる。
【００３２】
　第二に、ランダム接続が必要な場合にのみバックオフ情報をシグナリングし、下りオー
バーヘッドを減らすことができる。
【００３３】
　第三に、ランダム接続において端末によって互いに異なるバックオフ情報を適用するこ
とができる。
【００３４】
　第四に、ランダム接続においてバックオフ情報をシグナリングするためのメッセージフ
ォーマットを提供することができる。
【００３５】
　本発明から得られる効果は以上で言及した効果に制限されず、言及していないその他の
効果は、以下の記載から、本発明の属する技術分野における通常の知識を持つ者にとって
は明確になる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
　本発明に関する理解を助けるために詳細な説明の一部として含まれる添付図面は、本発
明に係る実施例を提供し、詳細な説明と共に本発明の技術的思想を説明する。
【図１】Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａ
ｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）の概略構成図である。
【図２】端末（ＵＥ）とＥ－ＵＴＲＡＮ間の無線インターフェースプロトコル（Ｒａｄｉ
ｏ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の構造を示す図である。
【図３】端末（ＵＥ）とＥ－ＵＴＲＡＮ間の無線インターフェースプロトコル（Ｒａｄｉ
ｏ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の構造を示す図である。
【図４】Ｅ－ＵＭＴＳシステムに用いられる物理チャネル構造の一例を示す図である。
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【図５】ランダム接続過程を行なう方法の一例を示す図である。
【図６】従来技術でランダム接続に関するバックオフパラメータをシグナリングする方法
を示す図である。
【図７】本発明の一実施例でランダム接続に関するバックオフ情報をシグナリングする方
法を示す図である。
【図８】本発明の一実施例によってランダム接続を行なう過程を例示するフローチャート
である。
【図９】本発明の一実施例に適用されるランダム接続応答メッセージのＭＡＣ　ＰＤＵ構
造を示す図である。
【図１０】Ｅ／Ｒ／ＲＡＩＤ　ＭＡＣサブ－ヘッダの構造を示す図である。
【図１１】ＭＡＣ　ＲＡＲの構造を示す図である。
【図１２】本発明の一実施例によってＭＡＣ　ＰＤＵがＲＡＩＤ別にＢＯパラメータを含
む場合のＭＡＣサブ－ヘッダ及びＭＡＣ　ＲＡＲ構造を例示する図である。
【図１３】本発明の一実施例によって共通バックオフ情報を含むＭＡＣサブ－ヘッダの構
造を例示する図である。
【図１４】本発明の一実施例によってＭＡＣサブ－ヘッダが共通バックオフ情報を含む場
合のＭＡＣ　ＲＡＲ構造を例示する図である。
【図１５】本発明の一実施例によってバックオフ情報がＭＡＣサブ－ヘッダに含まれた場
合のランダム接続応答メッセージを例示する図である。
【図１６】本発明の一実施例によってスペシャルＲＡＩＤを用いた場合のＭＡＣサブ－ヘ
ッダ及びＭＡＣ　ＲＡＲの構造を例示する図である。
【図１７】本発明の一実施例によってスペシャルＲＡＩＤを用いた場合のＭＡＣサブ－ヘ
ッダ及びＭＡＣ　ＲＡＲの構造を例示する図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　以下に添付の図面を参照して説明された本発明の実施例から、本発明の構成、作用及び
他の特徴が容易に理解される。以下で説明される実施例は、本発明の技術的特徴がＥ－Ｕ
ＭＴＳ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉ
ｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）に適用された例とする。
【００３８】
　(実施例：ランダム接続応答メッセージを用いたバックオフ情報シグナリング)
　図７は、本発明の一実施例によってランダム接続を行なう方法を例示する。
【００３９】
　図７を参照すると、端末は、ＲＡＩＤを含むランダム接続プリアンブルを伝送する。ラ
ンダム接続プリアンブルは、ＲＡＣＨ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　ＣＨａｎｎｅｌ）
を通じて伝送される（Ｓ７１０）。
【００４０】
　その後、基地局は、ランダム接続プリアンブルを受信し、該ランダム接続プリアンブル
に対する応答として、バックオフ情報を含むランダム接続応答メッセージを端末に伝送す
る。端末は、受信したランダム接続応答メッセージからバックオフ情報を獲得する（Ｓ７
２０）。このランダム接続応答メッセージのフォーマットは、ランダム接続プリアンブル
に対する応答を行なうプロトコル階層によって変わることができる。例えば、プロトコル
階層は、ＭＡＣ階層でありうる。この場合、ランダム接続応答メッセージは、ＭＡＣヘッ
ダを含むことができる。また、ランダム接続応答メッセージは、一つ以上の端末に対する
ＭＡＣランダム接続応答（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ；ＲＡＲ）を
さらに含むことができる。この場合、特定端末に対するＭＡＣ　ＲＡＲは、端末が伝送し
たランダム接続プリアンブルに含まれたＲＡＩＤを用いて指示されることができる。また
、バックオフ情報は、ＭＡＣヘッダまたはＭＡＣ　ＲＡＲに含まれることができる。
【００４１】
　バックオフ情報は、バックオフを行なうのに必要な情報を意味する。例えば、バックオ
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フ情報は、バックオフパラメータを含むことができる。バックオフパラメータは、ランダ
ム接続プリアンブル伝送を再伝送するための遅延時間または遅延時間の上限を含むことが
できる。バックオフ情報は、バックオフパラメータが適用される端末に関する情報をさら
に含むことができる。バックオフ情報は、バックオフパラメータまたは特定端末を指示す
るためのインデックス、識別子、指示子、簡略化された情報などを含むことができる。バ
ックオフパラメータの例を、下記の表に示す。
【００４２】
【表１】

　ランダム接続応答メッセージを用いてバックオフ情報をシグナリングする方法について
は、図９～図１７を参照して具体的に後述する。重要な点は、ランダム接続応答メッセー
ジにバックオフ情報を含めることによって、端末がランダム接続を要求する場合にのみバ
ックオフ情報を提供するので、無線資源の効率を高め、バックオフをシグナリングするた
めの下りオーバーヘッドを減少させることができるという点である。
【００４３】
　その後、ランダム接続に失敗すると、端末は、獲得したバックオフ情報（例、バックオ
フパラメータ）を用いてバックオフを実行する（Ｓ７３０）。ここで、バックオフは、端
末が任意または特定時間に接続試行を遅延することを意味する。すなわち、端末は、バッ
クオフパラメータによってランダム接続プリアンブルの伝送を遅延させる。より具体的に
、端末は、バックオフパラメータにより指示された時間に接続試行を遅延させることがで
きる。また、端末は、バックオフパラメータにより指示された時間内にランダムに接続試
行を遅延させることができる。すなわち、端末は、０ｍｓとバックオフパラメータとの間
で同一確率で選択された時間分だけ接続試行を遅延させることができる。
【００４４】
　ランダム接続に失敗する場合には次のようなものがある。第一、端末がランダム接続応
答メッセージを受信できなかった場合である。第二、ランダム接続応答メッセージを受信
したが、端末自身に指示されたランダム接続応答がない場合である。第三、ランダム接続
応答メッセージを通じて割り当てられた無線資源を用いて行なった上り伝送に失敗した場
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合である。例えば、上り伝送はＰＵＳＣＨ伝送を含む。第四、端末がランダム接続のため
の衝突解決過程を通過できなかった場合である。この衝突解決過程は、ＭＡＣ衝突解決過
程またはＲＬＣ衝突解決過程を含む。
【００４５】
　ランダム接続失敗の原因によって、端末がランダム接続応答メッセージからバックオフ
情報を獲得できない場合もありうる。この場合、端末は、デフォルトに定められたバック
オフパラメータまたは以前のランダム接続応答メッセージから得たバックオフパラメータ
を使用すれば良い。デフォルトバックオフパラメータは０ｍｓを含む。
【００４６】
　バックオフの後に、端末は、ＲＡＩＤを含むランダム接続プリアンブルを再伝送する（
Ｓ７４０）。
【００４７】
　図８は、本発明の一実施例によるランダム接続過程を例示するフローチャートである。
【００４８】
　図８を参照すると、端末は、ＲＡＣＨ情報を受信する（Ｓ８０２）。端末は、別の上り
伝送チャネルが存在しない場合に、ランダム接続過程を進行する（Ｓ８０４）。
【００４９】
　まず、端末は、ランダム接続プリアンブルカウンター（Ｍ）を１に初期化する（Ｓ８０
６）。その後、端末は、ランダム接続過程を行なうか否かを判断する（Ｓ８０８）。ラン
ダム接続過程を継続して行なうと判断した場合、Ｍの値が、許容された最大値（Ｍｍａｘ
）以下であるか確認する（Ｓ８１０）。Ｍの値が、許容された最大値を超過した場合に、
端末はランダム接続過程を終了する（Ｓ８３２）。そうでないと、端末は、ランダム接続
過程を継続して進行する。端末は、場合によって、ＲＡＣＨ情報をアップデートし（Ｓ８
１２）、プリアンブルシグネチャー／資源を選択する（Ｓ８１４）。その後、端末は、プ
リアンブルの伝送電力を決定し（Ｓ８１６）、ＰＲＡＣＨプリアンブルを基地局に伝送す
る（Ｓ８１８）。
【００５０】
　プリアンブルを伝送した後、端末は、特定時間、ランダム接続応答メッセージを受信す
るためにＬ１／Ｌ２制御領域をモニタリングしながら、プリアンブルを用いた初期接続過
程に成功したか否か確認する（Ｓ８２０）。例えば、端末が、特定時間内にＲＡ－ＲＮＴ
Ｉでマスキングされた下りスケジューリング信号を受信できなかった場合、初期接続過程
は失敗である。また、ＲＡ－ＲＮＴＩでマスキングされた下りスケジューリング信号を受
信して該当のランダム接続応答メッセージをデコーディングしたものの、ランダム接続応
答メッセージに、端末に関する内容がない場合も、初期接続過程は失敗である。端末は、
Ｍを１増加させ（Ｓ８２８）、必要な場合、バックオフを行なう（１、Ｓ８３０）。この
場合、バックオフパラメータは、０ｍｓを含むデフォルト値であるか、以前のランダム接
続応答メッセージを通じて得た値である。
【００５１】
　ランダム接続応答メッセージを成功的に受信した場合、端末は、ランダム接続応答から
得た情報を用いて伝送タイミングを調整し、上りＳＣＨで上りメッセージを伝送する（Ｓ
８２２）。上りメッセージ伝送が基地局で正確に受信されなかった場合、端末は、Ｍを１
増加させ（Ｓ８２８）、必要な場合、ランダム接続応答メッセージから得たバックオフパ
ラメータを用いてバックオフを行なう（２、Ｓ８３０）。
【００５２】
　上りメッセージが基地局に正確に伝送された場合、基地局は、衝突解決メッセージを端
末に下り伝送する。その後、衝突解決過程に通過すると、端末はランダム接続過程を終了
する。一方、衝突解決過程に通過できなかった場合、端末は、Ｍを１増加させ（Ｓ８２８
）、必要な場合、ランダム接続応答メッセージから得たバックオフパラメータを用いてバ
ックオフを行なう（３、Ｓ８３０）。
【００５３】
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　バックオフの後に、端末は、ランダム接続過程を段階Ｓ８０８から再び試みる。
【００５４】
　図９は、本発明の一実施例に適用されるランダム接続応答メッセージのＭＡＣ　ＰＤＵ
構造を示す。一つのＭＡＣ　ＰＤＵが、下りＳＣＨチャネルを通じて端末に伝送される。
【００５５】
　図９を参照すると、ＭＡＣ　ＰＤＵは、ＭＡＣヘッダとＭＡＣペイロードとで構成され
る。ＭＡＣヘッダは、一つ以上のＭＡＣサブ－ヘッダ（例、Ｅ／Ｒ／ＲＡＩＤサブ－ヘッ
ダ）で構成され、ＭＡＣペイロードは、一つ以上のＭＡＣ　ＲＡＲで構成される。各ＭＡ
Ｃサブ－ヘッダは、各ＭＡＣ　ＲＡＲに対応する。
【００５６】
　図１０は、Ｅ／Ｒ／ＲＡＩＤ　ＭＡＣサブ－ヘッダの構造を示す。
【００５７】
　図１０を参照すると、Ｅ／Ｒ／ＲＡＩＤ　ＭＡＣサブ－ヘッダは、Ｅフィールド、Ｒフ
ィールド及びＲＡＩＤフィールドで構成される。ＭＡＣサブ－ヘッダは、オクテット（バ
イト）単位に整列されている。それぞれのフィールドが指示する内容は、下記の通りであ
る。
【００５８】
　　－Ｅフィールド：拡張フィールド（ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ　ｆｉｅｌｄ）である。ＭＡ
Ｃヘッダ内に追加フィールドがさらに存在するか否かを指示するフラグ（ｆｌａｇ）の役
割を果たす。Ｅフィールドが“１”にセッティングされると、他のＥ／Ｒ／ＲＡＩＤフィ
ールド（サブ－ヘッダ）がさらに存在するということを意味する。Ｅフィールドが“０”
にセッティングされた場合には、次のバイトでＭＡＣ　ＲＡＲが始まるということを意味
する。
【００５９】
　　－Ｒフィールド：予約ビット（ｒｅｓｅｒｖｅｄ　ｂｉｔ）を含むフィールドである
。現在定められた用途はなく、後で必要に応じて定義されて使われることができる。大き
さは１ビットである。
【００６０】
　　－ＲＡＩＤフィールド：端末から伝送されたランダム接続プリアンブルを識別するフ
ィールドである。ＲＡＩＤフィールドの大きさは６ビットである。
【００６１】
　ＭＡＣサブ－ヘッダを用いたバックオフ情報シグナリングは、後で詳細に説明する。
【００６２】
　図１１は、ＭＡＣ　ＲＡＲの構造を示す。図１１を参照すると、ＭＡＣ　ＲＡＲは、Ｔ
Ａフィールド、ＵＬ　ｇｒａｎｔフィールド及びＴ－ＣＲＮＴＩフィールドで構成される
。ＭＡＣ　ＲＡＲは、オクテット（バイト）単位に整列されている。それぞれのフィール
ドが指示する内容は、下記の通りである。
【００６３】
　　－ＴＡフィールド：タイミングアドバンス（Ｔｉｍｉｎｇ　Ａｄｖａｎｃｅ）フィー
ルドである。ＴＡフィールドは、タイミングを同期化するために必要な上り伝送タイミン
グを表す。大きさは１１ビットである。
【００６４】
　　－ＵＬ　Ｇｒａｎｔフィールド：上りリンクグラント（ＵｐＬｉｎｋ　Ｇｒａｎｔ）
フィールドである。ＵＬ　Ｇｒａｎｔフィールドは、上りリンクに用いられる無線資源割
当情報を表す。大きさは２１ビットである。
【００６５】
　　－Ｔ－ＣＲＮＴＩフィールド：臨時ＣＲＮＴＩフィールドである。Ｔ－ＣＲＮＴＩフ
ィールドは、衝突解決に通過したり他のランダム接続過程が開始されるまで端末により用
いられる臨時識別子を表す。大きさは１６ビットである。
【００６６】
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　以下、ランダム接続応答メッセージ（例、ＭＡＣ　ＰＤＵ）を用いたバックオフ情報の
シグナリングについて詳細に説明する。
【００６７】
　ランダム接続応答メッセージに含まれるバックオフ情報は、具現例によって、専用バッ
クオフ情報（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｂａｃｋ－ｏｆｆ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）または
共通バックオフ情報（Ｃｏｍｍｏｎ　ｂａｃｋ－ｏｆｆ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）であ
りうる。本明細書で、専用バックオフ情報は、互いに異なるランダム接続プリアンブルを
使用する端末に対して独立して適用されるバックオフ情報を意味する。例えば、専用バッ
クオフ情報は、端末が伝送したランダム接続プリアンブルを識別するためのＲＡＩＤ別に
定義されることができる。この場合、バックオフ情報は、同一ＲＡＩＤを使用する端末に
は同一に適用されるが、互いに異なるＲＡＩＤを使用する端末には、互いに異なるバック
オフ情報が適用される。共通バックオフ情報は、互いに異なるランダム接続プリアンブル
を使用する端末に同一に適用されるバックオフ情報を意味する。例えば、共通バックオフ
情報は、特定ＲＡＩＤグループまたはランダム接続応答メッセージ別に定義されることが
できる。したがって、互いに異なるＲＡＩＤを使用する場合であっても同じバックオフ情
報が適用される。
【００６８】
　バックオフ情報（例、バックオフパラメータ；ＢＯ　ｐａｒａｍｅｔｅｒ）をＭＡＣ　
ＰＤＵを通じてシグナリングすることと関連して、下記の３つのオプションが可能である
。以下、順次に説明する。
【００６９】
　(オプション１：専用バックオフ情報（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｂａｃｋ－ｏｆｆ　ｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を含む)
　バックオフ情報をＲＡＩＤ別にランダム接続応答メッセージに含めることができる。具
体的に、それぞれのＲＡＩＤに対応するそれぞれのＭＡＣ　ＲＡＲにバックオフパラメー
タを含めることができる。バックオフパラメータがＲＡＩＤに１対１でマッピングされる
ので、ＲＡＩＤ－特定（ＲＡＩＤ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）となる。すなわち、バックオフパ
ラメータは、同じＲＡＩＤを用いてランダム接続応答メッセージに接近（ａｃｃｅｓｓ）
する一つ以上の端末に同一に適用される。一方、異なるＲＡＩＤを用いてランダム接続応
答メッセージに接近する一つ以上の端末には、異なるバックオフパラメータが適用される
。このように、バックオフパラメータはＲＡＩＤ別に異なって適用されることができるの
で、ランダム接続負荷（ｌｏａｄ）を調整するのに用いられることができる。
【００７０】
　図１２は、本発明の一実施例によってＭＡＣ　ＰＤＵがＲＡＩＤ別にＢＯパラメータを
含む場合のＭＡＣサブ－ヘッダ及びＭＡＣ　ＲＡＲ構造を例示する。
【００７１】
　図１２を参照すると、ＭＡＣサブ－ヘッダは、一般的なＥ／Ｒ／ＲＡＩＤサブ－ヘッダ
と同じ構造を持っている。すなわち、Ｅフィールド、Ｒフィールド及びＲＡＩＤフィール
ドで構成される。一方、ＲＡＩＤに対応するＭＡＣ　ＲＡＲは、一般的なＭＡＣ　ＲＡＲ
とは違い、バックオフパラメータを含んでいる。バックオフパラメータがＲＡＩＤ別に提
供されるので、バックオフパラメータを持つＭＡＣ　ＲＡＲは、ＴＡフィールドを共に含
むことができる。バックオフの後に、ランダム接続プリアンブルを再伝送する場合に、端
末は、ＭＡＣ　ＲＡＲのＴＡフィールドにある値を用いてランダム接続プリアンブルの伝
送タイミングを調節することができる。図１２には、バックオフパラメータを持つＭＡＣ
　ＲＡＲにＴＡを共に示したが、ＭＡＣ　ＲＡＲはバックオフパラメータのみ含んでも良
い。
【００７２】
　(オプション２：共通バックオフ情報（ｃｏｍｍｏｎ　ｂａｃｋ－ｏｆｆ　ｉｎｆｏｒ
ｍａｔｉｏｎ）)
　ランダム接続応答メッセージは、多数の端末が共通して使用するバックオフパラメータ
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を含むことができる。この場合、互いに異なるＲＡＩＤを用いて同時にランダム接続応答
メッセージに接近した端末には、このメッセージ内の共通バックオフパラメータが適用さ
れる。これと関連して、下記の２つのサブ－オプションを考慮することができる。
【００７３】
　(オプション２ａ：ＲＡＩＤをバックオフパラメータに取替)
　図１３は、本発明の一実施例によって共通バックオフ情報を含むＭＡＣサブ－ヘッダの
構造を例示する。図１３を参照すると、Ｅ／Ｒ／ＲＡＩＤサブ－ヘッダにおいて、Ｒビッ
トが“０”にセッティングされると、普通のＲＡＩＤがＥ／Ｒ／ＲＡＩＤサブ－ヘッダに
含まれる［図１３（ａ）］。一方、Ｒビットが“１”にセッティングされると、バックオ
フパラメータがＲＡＩＤフィールドに含まれる［図１３（ｂ）］。したがって、端末が特
定サブ－ヘッダでＲビットが“０”にセッティングされたことを確認した場合、端末は、
特定サブ－ヘッダ内のＲＡＩＤフィールドをバックオフパラメータと見なす。このＲビッ
トの解釈は例示に過ぎず、これと逆にしても良い。
【００７４】
　このような理由から、バックオフパラメータが特定ＭＡＣサブ－ヘッダに含まれる場合
、ＲＡＩＤは、特定ＭＡＣサブ－ヘッダに含まれない。逆に、ＲＡＩＤが特定ＭＡＣサブ
－ヘッダに含まれる場合、バックオフパラメータは特定ＭＡＣサブ－ヘッダに含まれない
。図１３では、Ｒビットが、バックオフパラメータフィールドを含むか否かを指示する例
が示されているが、図１３は例示的なもので、バックオフパラメータフィールドは、この
フィールドのタイプまたは存在有無を表すフラグ（ｆｌａｇ）を持ついかなるフィールド
によって指示されても良い。例えば、バックオフパラメータフィールドを含むか否かは、
ＭＡＣサブ－ヘッダに含まれるＥフィールドまたは他の追加フィールドにより指示されて
も良い。この場合、バックオフパラメータフィールドのタイプまたは存在有無を指示する
フィールドは、１ビットとすることができる。
【００７５】
　バックオフパラメータの含まれた特定ＭＡＣサブ－ヘッダは、特定ＭＡＣ　ＲＡＲに対
応しても、対応しなくても良い。特定ＭＡＣサブ－ヘッダが特定ＭＡＣ　ＲＡＲに対応す
る場合は、図１４で後述する。特定ＭＡＣサブ－ヘッダが特定ＭＡＣ　ＲＡＲに対応しな
い場合、ランダム接続応答のためのＭＡＣ　ＰＤＵは、下記のようになりうる。
【００７６】
　(（１）バックオフパラメータが含まれた特定サブ－ヘッダ一つのみを含む)
　ランダム接続応答メッセージは、バックオフパラメータが含まれた特定ＭＡＣサブ－ヘ
ッダ一つのみで構成されることができる。この場合、バックオフパラメータは、特定ＭＡ
Ｃサブ－ヘッダを受信する全ての端末に適用される。したがって、バックオフパラメータ
を含む特定ＭＡＣサブ－ヘッダを一つのみ含んでいるランダム接続応答メッセージを受信
した場合、端末は、自身が伝送したプリアンブルのＲＡＩＤがランダム接続応答メッセー
ジ内に存在するか否かを確認せずに、バックオフパラメータを獲得して保存する。この場
合、ランダム接続応答メッセージには対応するＭＡＣ　ＲＡＲが存在しない。したがって
、ランダム接続応答メッセージを受信した全ての端末は、ランダム接続に失敗したと見な
し、当該バックオフパラメータによってバックオフを行なう。
【００７７】
　(（２）バックオフパラメータがない一般サブ－ヘッダをさらに含む)
　ランダム接続応答メッセージは、バックオフパラメータがあるサブ－ヘッダと一緒に、
バックオフパラメータがない一般ＭＡＣサブ－ヘッダ（Ｎｏｒｍａｌ　ＭＡＣ　ｓｕｂ－
ｈｅａｄｅｒ）を一つ以上さらに含むことができる。また、ランダム接続応答メッセージ
は、それぞれの一般ＭＡＣサブ－ヘッダに対応する一般ＭＡＣ　ＲＡＲ（Ｎｏｒｍａｌ　
ＭＡＣ　ＲＡＲ）を共に含む。この一般ＭＡＣサブ－ヘッダ及び一般ＭＡＣ　ＲＡＲの構
造は、図１０及び図１１で説明した通りである。この場合にも、バックオフパラメータは
、ＭＡＣサブ－ヘッダを受信する多数の端末に共通に適用される。ただし、ランダム接続
応答メッセージは、ＲＡＩＤを持つＭＡＣサブ－ヘッダ及びそれに対応するＭＡＣ　ＲＡ
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Ｒを含んでいるので、バックオフパラメータが適用される端末はより制限される。
【００７８】
　具体的に、端末がランダム接続応答メッセージを受信した場合、端末は、自身のＲＡＩ
ＤがＭＡＣヘッダに含まれているか否かを確認する。もし、自身のＲＡＩＤがＭＡＣヘッ
ダに含まれていると、該当するＭＡＣ　ＲＡＲから上り伝送タイミング、上りＳＣＨ伝送
のための上り無線資源割当情報、端末の臨時端末識別子に関する情報を得ることができる
。一方、端末が自身のＲＡＩＤをＭＡＣヘッダから見つけられない場合、端末は、バック
オフパラメータの含まれた特定サブ－ヘッダからバックオフパラメータを獲得して保存す
る。この場合、端末は、ランダム接続応答メッセージから自身のＲＡＩＤを見つけられな
かったので、ランダム接続過程は失敗と見なされる。したがって、端末は、特定サブ－ヘ
ッダから獲得したバックオフパラメータを用いてバックオフを行なう。ランダム接続応答
メッセージが一般ＭＡＣサブ－ヘッダ及び特定ＭＡＣサブ－ヘッダを両方とも含む場合、
これらの順序には制限がない。ただし、端末が自身のＲＡＩＤを見つけられなかった場合
にバックオフを適用すると良いという点を考慮する時、バックオフパラメータを持つＭＡ
Ｃサブ－ヘッダをＭＡＣヘッダの最後に位置させるとより好ましい。
【００７９】
　図１４は、本発明の一実施例によってＭＡＣサブ－ヘッダが共通バックオフ情報を含む
場合のＭＡＣ　ＲＡＲ構造を例示する。図１４を参照すると、対応するＭＡＣサブ－ヘッ
ダの種類によってＭＡＣ　ＲＡＲの構造が決定される。対応するＭＡＣサブ－ヘッダがＲ
ＡＩＤを含む（すなわち、バックオフパラメータがない）場合、ＭＡＣ　ＲＡＲは、図１
１で例示した一般的な構造を持つ［図１４（ａ）］。すなわち、上り伝送タイミングを知
らせるＴＡ（Ｔｉｍｉｎｇ　Ａｄｖａｎｃｅ）フィールド、上りＳＣＨ伝送のための上り
無線資源割当情報を含むＵＬＧｒａｎｔフィールド、端末の臨時端末識別子であるＴ－Ｃ
ＲＮＴＩフィールドを含む。
【００８０】
　図１３で説明した通り、オプション２ａで、ランダム接続応答メッセージは、バックオ
フパラメータを持つＭＡＣサブ－ヘッダに対応するＭＡＣ　ＲＡＲを含まなくても良い。
しかし、バックオフパラメータが適用される端末をより選択的に制御するために、特定Ｍ
ＡＣ　ＲＡＲをさらに含むことができる。この場合、特定ＭＡＣ　ＲＡＲは、バックオフ
パラメータが適用される一つ以上の端末に関する情報（例、端末リスト）などを含むこと
ができる。一例として、端末に関する情報は、端末が伝送したランダム接続プリアンブル
に対するＲＡＩＤでありうる。すなわち、特定ＭＡＣ　ＲＡＲは、一つ以上の互いに異な
るＲＡＩＤに関するリストを含むことができる。より具体的に、特定ＭＡＣ　ＲＡＲにお
いてＲＡＩＤに関するリストは、Ｅフィールド、Ｒフィールド及びＲＡＩＤフィールドで
構成されることができる。ここで、Ｅフィールド及びＲフィールドは、ＭＡＣ　Ｅ／Ｒ／
ＲＡＩＤサブ－ヘッダで説明した通りである。バックオフパラメータを持つＭＡＣサブ－
ヘッダに対応し、ＲＡＩＤに関するリストを持つ特定ＭＡＣ　ＲＡＲを導入することによ
って、基地局は、より選択的に一部端末に肯定応答（Ｐｏｓｉｔｉｖｅ　ＡＣＫ）を伝送
し、一部端末に対してバックオフを行なうようにすることができる。
【００８１】
　具体的に、端末がランダム接続応答メッセージを受信した場合、この端末は、自身のＲ
ＡＩＤがＭＡＣヘッダに含まれているか否か確認する。もし、自身のＲＡＩＤがＭＡＣヘ
ッダに含まれていると、該当するＭＡＣ　ＲＡＲから上り伝送タイミング、上りＳＣＨ伝
送のための上り無線資源割当情報、端末の臨時端末識別子に関する情報を得ることができ
る。一方、端末が自身のＲＡＩＤをＭＡＣヘッダから見つけることができず、バックオフ
パラメータがある特定ＭＡＣサブ－ヘッダのみを見つけた場合、端末は、特定ＭＡＣサブ
－ヘッダに該当する特定ＭＡＣ　ＲＡＲが存在するか確認する。もし、特定ＭＡＣ　ＲＡ
Ｒが存在しないと、端末は、特定ＭＡＣサブ－ヘッダにあるバックオフパラメータを用い
てバックオフを行なう。一方、特定ＭＡＣ　ＲＡＲが存在すると、端末は、自身のＲＡＩ
Ｄが特定ＭＡＣ　ＲＡＲに存在するか確認する。端末が自身のＲＡＩＤを特定ＭＡＣ　Ｒ
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ＡＲから見つけた場合に、端末は、特定ＭＡＣサブ－ヘッダからバックオフパラメータを
獲得する。端末は、バックオフパラメータを獲得したが、肯定応答を受信できなかったの
で、ランダム接続過程は失敗である。したがって、端末は、バックオフパラメータを用い
てバックオフを行なう。一方、特定ＭＡＣ　ＲＡＲからもＲＡＩＤを発見できなかった端
末は、デフォルトバックオフパラメータまたは既存にランダム接続応答メッセージから獲
得したパラメータを用いて、バックオフを行なう。デフォルトバックオフパラメータは０
ｍｓを含む。また、ランダム接続応答メッセージは、互いに異なるバックオフパラメータ
を持つ二つ以上のＭＡＣサブ－ヘッダ及びそれぞれのＭＡＣサブ－ヘッダに対応する特定
ＭＡＣ　ＲＡＲを含むことができる。この場合にも、バックオフパラメータは共通バック
オフパラメータ性格を有しても、互いに異なるＲＡＩＤを伝送した端末が互いに異なるバ
ックオフパラメータを使用するようにすることができる。したがって、基地局は、互いに
異なる端末に対して互いに異なるバックオフパラメータを選択的に適用することが可能で
ある。
【００８２】
　ランダム接続応答メッセージが、一般ＭＡＣ　ＲＡＲ及び特定ＭＡＣ　ＲＡＲをいずれ
も含む場合、これらの順序に制限はない。これと関連して、バックオフパラメータを持つ
特定ＭＡＣサブ－ヘッダは、ＭＡＣヘッダの最後に位置するとより好ましいということは
、既に説明した。したがって、特定ＭＡＣ　ＲＡＲも、ＭＡＣ　ＲＡＲの中で最後に位置
させることが好ましい。
【００８３】
　図１５は、本発明の一実施例によってバックオフ情報がＭＡＣサブ－ヘッダに含まれた
場合のランダム接続応答メッセージを例示する。図１５は、図１３及び図１４の場合をま
とめたものである。図１５を参照すると、ランダム接続応答メッセージの構造は、下記の
ようになりうる。
【００８４】
【表２】

Ａ）一般的なＥ／Ｒ／ＲＡＩＤサブ－ヘッダを表す［図１３（ａ）］。
Ｂ）バックオフパラメータが含まれたＭＡＣサブ－ヘッダを表す［図１３（ｂ）］。
Ｃ）Ｅ／Ｒ／ＲＡＩＤサブ－ヘッダに対応する一般的なＭＡＣ　ＲＡＲを表す［図１４（
ａ）］。
Ｄ）バックオフパラメータが含まれたＭＡＣサブ－ヘッダに対応し、ＲＡＩＤリストを含
むＭＡＣ　ＲＡＲを表す［図１４（ｂ）］。
【００８５】
　(オプション２ｂ：共通バックオフパラメータのためのスペシャルＲＡＩＤ)
　あるＲＡＩＤを共通バックオフ情報を指示するための用途に専用することができる。本
明細書で、このＲＡＩＤをスペシャルＲＡＩＤと称する。その詳細を以下に説明する。
【００８６】
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　図１６及び図１７は、本発明の一実施例によってスペシャルＲＡＩＤを使用した場合の
ＭＡＣサブ－ヘッダ及びＭＡＣ　ＲＡＲの構造を例示する。オプション２ｂによるＭＡＣ
サブ－ヘッダ及びＭＡＣ　ＲＡＲの構造は、オプション２ａによる構造と略同様である。
ただし、ＭＡＣサブ－ヘッダにバックオフパラメータの代わりにスペシャルＲＡＩＤが含
まれ、ＭＡＣサブ－ヘッダに対応するＭＡＣ　ＲＡＲにバックオフパラメータが含まれる
という点が異なる。図面には、ＭＡＣ　ＲＡＲにＲＡＩＤに関するリストが共に含まれた
例が示されているが、ＭＡＣ　ＲＡＲはバックオフパラメータのみを含んでも良い。それ
以外の基本的な動作は、オプション２ａと略同様である。
【００８７】
　具体的に、端末がランダム接続応答メッセージを受信した場合、端末は、自身のＲＡＩ
ＤがＭＡＣヘッダに含まれているか否か確認する。もし、自身のＲＡＩＤがＭＡＣヘッダ
に含まれていると、該当するＭＡＣ　ＲＡＲから上り伝送タイミング、上りＳＣＨ伝送の
ための上り無線資源割当情報、端末の臨時端末識別子に関する情報を得ることができる。
一方、端末が、ＭＡＣヘッダから自身のＲＡＩＤを見つけられず、スペシャルＲＡＩＤの
みを見つけられた場合、端末は、スペシャルＲＡＩＤを持つサブ－ヘッダに対応する特定
ＭＡＣ　ＲＡＲを参照する。特定ＭＡＣ　ＲＡＲがバックオフパラメータのみを含んでい
ると、特定ＭＡＣ　ＲＡＲを参照した全ての端末は、バックオフパラメータを獲得した後
にバックオフを行なう。一方、特定ＭＡＣ　ＲＡＲにＲＡＩＤに関するリストが含まれて
いると、端末は、自身のＲＡＩＤが特定ＭＡＣ　ＲＡＲにあるか確認する。端末が、自身
のＲＡＩＤを特定ＭＡＣ　ＲＡＲから見つけられた場合に、端末は、特定ＭＡＣ　ＲＡＲ
からバックオフパラメータを獲得した後にバックオフを行なう。一方、特定ＭＡＣ　ＲＡ
ＲからもＲＡＩＤを発見できなかった端末は、デフォルトバックオフパラメータまたは既
存にランダム接続応答メッセージから獲得したパラメータを用いてバックオフを行なう。
デフォルトバックオフパラメータは０ｍｓを含む。したがって、基地局は、互いに異なる
端末に対して互いに異なるバックオフパラメータを選択的に適用することが可能である。
【００８８】
　ランダム接続応答メッセージが一般ＭＡＣ　ＲＡＲ及び特定ＭＡＣ　ＲＡＲをいずれも
含む場合、これらの順序には制限がない。ただし、端末が自身のＲＡＩＤをＭＡＣサブ－
ヘッダから見つけられなかった場合にバックオフを適用すると良いという点を考慮する時
、スペシャルＲＡＩＤを持つサブ－ヘッダ及び対応する特定ＭＡＣ　ＲＡＲは、ＭＡＣ　
ＲＡＲの中で最後に位置させることが好ましい。
【００８９】
　以上の実施例は、本発明の構成要素と特徴が所定の形態で結合されたものである。各構
成要素または特徴は別の明示的な言及がない限り選択的なものとして考慮されるべきであ
る。各構成要素または特徴は、他の構成要素や特徴と結合しない形態で実施されても良く
、一部構成要素及び／または特徴を結合させて本発明の実施例を構成しても良い。本発明
の実施例で説明される動作の順序は変更可能である。ある実施例の一部構成や特徴は他の
実施例に含まれることができ、または、他の実施例の対応する構成または特徴と取り替え
られることができる。また、特許請求の範囲で明示的な引用関係のない請求項を結合させ
て実施例を構成したり、出願後の補正により新しい請求項として含めることもできること
は明らかである。
【００９０】
　本文書において本発明の実施例は主として端末と基地局間のデータ送受信関係を中心に
説明された。本文書で基地局により行なわれると説明された特定動作は、場合によっては
その上位ノード（ｕｐｐｅｒ　ｎｏｄｅ）により行なわれることができる。すなわち、基
地局を含む多数のネットワークノード（ｎｅｔｗｏｒｋ　ｎｏｄｅｓ）からなるネットワ
ークで端末との通信のために行なわれる様々な動作は、基地局または基地局以外の他のネ
ットワークノードにより行なわれることができるということは自明である。‘基地局’は
、固定局（ｆｉｘｅｄ　ｓｔａｔｉｏｎ）、Ｎｏｄｅ　Ｂ、ｅＮｏｄｅ　Ｂ（ｅＮＢ）、
アクセスポイント（ａｃｃｅｓｓ　ｐｏｉｎｔ）などの用語に替えることができる。また
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‘端末’はＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）、ＭＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏ
ｎ）、ＭＳＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）などの用語に替
えることができる。
【００９１】
　本発明による実施例は、様々な手段、例えば、ハードウェア、ファームウェア（ｆｉｒ
ｍｗａｒｅ）、ソフトウェアまたはそれらの結合などにより具現されることができる。ハ
ードウェアによる具現の場合、本発明の一実施例は、一つまたはそれ以上のＡＳＩＣｓ（
ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔｓ
）、ＤＳＰｓ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒｓ）、ＤＳＰＤｓ（
ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅｓ）、ＰＬＤｓ（
ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｌｏｇｉｃ　ｄｅｖｉｃｅｓ）、ＦＰＧＡｓ（ｆｉｅｌｄ　
ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｇａｔｅ　ａｒｒａｙｓ）、プロセッサ、コントローラ、マ
イクロコントローラ、マイクロプロセッサなどにより具現されることができる。
【００９２】
　ファームウエアやソフトウェアによる具現の場合、本発明の一実施例は、以上で説明さ
れた機能または動作を行なうモジュール、手順、関数などの形態で具現されることができ
る。ソフトウェアコードはメモリユニットに記憶されてプロセッサーにより駆動されるこ
とができる。このメモリユニットはプロセッサ内部または外部に位置し、公知の様々な手
段によりプロセッサとデータを交換することができる。
【００９３】
　本発明は、本発明の精神及び必須特徴を逸脱しない範囲で他の特定の形態に具体化され
ることができるということが当業者には自明である。したがって、上記の詳細な説明は、
あらゆる面において制限的なものとして解釈されてはならず、例示的なものとして考慮さ
れるべきである。本発明の範囲は、添付した請求項の合理的解釈によって決定されなけれ
ばならず、本発明の等価的範囲内における変更はいずれも本発明の範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００９４】
　本発明は、無線通信システムに適用されることができる。より具体的に、本発明は、無
線通信システムにおけるランダム接続方法に適用されることができる。
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